
大和市告示第１０９号 

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項の規定により、ルネサンス大和

における通所型介護予防事業・口腔
くう

ケア講習（ルネサンス大和）の手数料の徴収事務を次のとおり

委託した。 

  平成２８年５月１９日 

                               大和市長 大 木  哲 

 

１ 受 託 者 の 名 称  株式会社ルネサンス本社 

           取締役常務執行役員 高崎 尚樹 

２ 受託者の所在地  東京都墨田区両国二丁目１０番１４号 

３ 委 託 期 間  平成２８年５月１８日から平成２９年３月３１日まで 

 

  


